
 

和歌山市立小学校、中学校及び義務教育学校教科用図書の採択に関する条例 

（目的） 

第１条 この条例は、本市が設置する小学校（義務教育学校の前期課程を含む。以下「市立小学

校」という。）及び中学校（義務教育学校の後期課程を含む。以下「市立中学校」という。）

において使用する教科用図書（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第３４条第１項（同法

第４９条及び第４９条の８において準用する場合を含む。）に規定する教科用図書をいう。以

下同じ。）の採択の手続に関して必要な事項を定めることにより、義務教育諸学校の教科用図

書の無償措置に関する法律（昭和３８年法律第１８２号）の規定に基づき和歌山市教育委員会

（以下「教育委員会」という。）が行う教科用図書の採択における公正の確保及び透明性（教

科用図書の採択について、その内容及び過程が市民にとって明らかであることをいう。）の向

上を図ることを目的とする。 

（基本方針） 

第２条 教育委員会は、教科用図書の採択を行うときは、当該採択を行う年度の初日までに当該

採択に係る採択期間（義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令（昭和３９

年政令第１４号）第１４条第１項に規定する採択期間をいう。）における教科用図書の採択に

係る基本方針を定めなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。  

（答申等の尊重） 

第３条 教育委員会は、前条第１項の基本方針にのっとり、教科用図書の採択を行わなければな

らない。この場合においては、次条第６項及び第６条に規定する意見を十分に尊重するものと

する。 

（教科用図書の見本に係る展示会の開催） 

第４条 教育委員会は、教科用図書の見本に係る展示会（以下この条において単に「展示会」と

いう。）を開催しなければならない。ただし、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関す

る法律施行令第１４条第２項の規定により教科用図書の採択を行うときは、この限りでない。 

２ 展示会は、教科用図書の採択を行う年度の６月１日から７月３１日までの間において教育委

員会が定める期間、行うものとする。 

３ 前項の期間は、１４日以上でなければならない。 

４ 展示会は、一般にこれを公開するものとする。 

５ 教育委員会は、第２項に規定する期間の初日の１４日前までに、展示会を開催する期間、場

所その他の事項について、市のホームページへの掲載その他の方法により市民に周知させなけ

ればならない。 

６ 教育委員会は、展示会において、教科用図書の見本についての意見を徴取するものとする。 

（選定委員会の設置等） 

第５条 教育委員会は、教科用図書の採択を行うときは、和歌山市立小学校、中学校及び義務教

育学校教科用図書選定委員会（以下単に「選定委員会」という。）を置かなければならない。 

２ 選定委員会は、この条例によりその権限に属させられた事項の処理を終了したときは、解散

する。 



 

（所掌事務） 

第６条 選定委員会は、教科用図書の採択に関する事項を調査審議し、教育委員会に意見を述べ

るものとする。 

（組織） 

第７条 選定委員会は、委員１７人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。  

（１）教育に関する学識経験を有する者  

（２）市立小学校又は市立中学校の校長 

（３）市立小学校に在学する児童又は市立中学校に在学する生徒の保護者を代表する者  

３ 教科用図書の採択に直接の利害関係を有する者は、委員となることができない。  

（補欠委員の任期） 

第８条 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

（委員長） 

第９条 選定委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。  

２ 委員長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。 

３ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が

その職務を代理する。 

（会議） 

第１０条 選定委員会の会議（以下この条において単に「会議」という。）は、委員長が招集す

る。ただし、委員の全員が新たに委嘱され、又は任命された後最初に招集すべき会議は、教育

委員会が招集する。 

２ 委員長は、会議の議長となる。 

３ 選定委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。  

４ 選定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

５ 選定委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して会議への出席を求め、そ

の意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。  

６ 選定委員会は、会議の終了後、遅滞なく、選定委員会の定めるところにより、その議事録を

作成し、これを教育委員会に提出しなければならない。  

（調査員） 

第１１条 選定委員会に、教科用図書に係る専門の事項の調査研究を行わせるため、調査員を置

くことができる。  

２ 調査員は、学校教育及び教科指導に関する専門の知識を有する市立小学校又は市立中学校の

校長、教頭、教諭、養護教諭又は栄養教諭のうちから、選定委員会の推薦に基づき、教育委員

会が任命する。  

３ 教科用図書の採択に直接の利害関係を有する者は、調査員となることができない。  

４ 調査員は、選定委員会が必要があると認めるときは、選定委員会の会議に出席し、その者の

任命に係る専門の事項について説明しなければならない。  



 

５ 調査員は、その者の任命に係る専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるもの

とする。 

（守秘義務） 

第１２条 委員及び調査員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、

同様とする。 

（庶務） 

第１３条 選定委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育部において処理する。  

（選定委員会への委任） 

第１４条 第５条から前条までに定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委

員長が選定委員会に諮って定める。 

（教科用図書の採択に関する事項の公表） 

第１５条 教育委員会は、教科用図書の採択をしたときは、速やかに次に掲げる事項を公表しな

ければならない。 

（１）教科用図書の採択に係る結果  

（２）教科用図書を採択した理由 

（３）教育委員会の教科用図書の採択に係る会議の議事録 

（４）選定委員会の委員及び調査員の氏名  

（５）選定委員会の教科用図書の採択に関する意見 

（６）選定委員会の会議の議事録 

（７）調査員の調査結果に関する資料 

（教育委員会規則への委任） 

第１６条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。  

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

 （和歌山市立小中学校教科用図書選定委員会条例の廃止）  

２ 和歌山市立小中学校教科用図書選定委員会条例（平成２６年条例第４０号）は、廃止する。  

 （経過措置） 

３ 平成２７年度に教育委員会が行う教科用図書の採択については、第２条第１項中「当該採択

を行う年度の初日」とあるのは、「平成２７年４月３０日」とする。  

   附 則（平成２９年３月２４日） 

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

   附 則（平成３１年３月２２日） 

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

 


